
反則金

12,000円12,000円
スマホながら運転スマホながら運転

反則金

5,000円5,000円
一時不停止一時不停止

反則金

6,000円6,000円
信号無視信号無視

大分県警察

※電動モビリティとは、
　特定小型原動機付自転車や
　ペダル付き電動バイクなどのことです。

※交通反則通告制度とは、比較的軽微な道路交通法違反について、一定期間内に反則金を納付した場合は、公訴が提起されない（裁判にならない）制度です。

アクセスは
こちらから！

令和8年4月から

自転車の交通違反に 青切符 導入!交通反則通告制度

自転車や電動モビリティの
交通ルールについて、
湯～チャリトレーニングで
マスターしよう！
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～青切符導入を機に自転車のマナーアップ!!～～青切符導入を機に自転車のマナーアップ!!～

大分県　
自転車革命


